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平
成
23
年
総
務
省
告
示
第 

号 

一
頁 

 

○ 

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正
な
運
用
の
確
保
が
必
要
な
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
無
線
局
（
平
成
○
○
年
総
務
省
告
示
第 

 
 

号
） 

 
登
録
検
査
等
事
業
者
規
則
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正
な
運
用
の
確
保
が
必
要
な
無
線
局
で
あ
っ
て
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
無
線
局
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

無
線
局
の
目
的
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
無
線
局 

一 

航
空
保
安
用 

二 

放
送
事
業
用
（
固
定
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

三 

飛
行
援
助
用 

  


